
　　　　　　　主　　　文

本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
この判決に対する上告期間につき、附加期間を九〇日と定める。

　　　　　　　事　　　実

第一　当事者の求める裁判
（控訴人）
（一）　原判決を取消す。
（二）　被控訴人は控訴人に対し、金一〇億五四七二万二一六八円及びその内金二
億七一三七万七五二九円に対する昭和四九年七月一二日から、内金二億九〇九五万
三九二五円に対する昭和五〇年六月二六日から、内金四億九二三九万〇七一四円に
対する昭和五一年一二月一六日から、各支払済に至るまでそれぞれ年五分の割合に
よる金員を支払え。
（三）　訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。
との判決並に仮執行の宣言を求める。
（なお、控訴人は、原審で請求していた、（１）ジピリダモールの製造、販売の差
止を求める請求、（２）ジピリダモール及びその製剤品の廃棄を求める請求を、当
審において取下げた。）
（被控訴人）
　主文と同旨の判決を求める。
第二　当事者の主張
　当事者双方の事実上及び法律上の主張は、次に記載するほか、原判決における事
実摘示の項に記載のそれと同一（ただし、当審における訴の一部取下に伴ない、原
判決第三四丁裏第一行目の「ジピリダモールの……」から同第三行目の「……求め
るとともに」の部分を除く。）であるから、ここにこれを引用する。
（控訴人）
　イ号方法及びロ号方法（以下、両方法を併せて単に「被控訴人方法」という。）
の出発物質は、本件特許発明の出発物質の範囲内に含まれるものであり、その処理
手段は、本件特許発明の処理手段の範囲に含まれるものであり、反応剤、生成物
は、本件特許発明の具体的実施例１４（ａ）と全く同一であるから、被控訴人方法
は本件特許発明の技術的範囲内にある。すなわち、
　被控訴人方法は、ジピリダモールの製法において、出発物質中にスルホニルとい
う付加的要素を有するだけで、本件特許請求の範囲に属する実施例１４（ａ）に示
されたジピリダモール製造に必要な要素をすべて使用している。
　原判決においても、右出発物質中のスルホニルを除く部分の作用でジピリダモー
ルを得るための所望の置換反応が行われていることを認めている。
　本件における唯一の問題は、特許請求の範囲に属し、かつ、実施例にも示されて
いる出発物質中に、スルホニルという要素が介在したことにより、必須要素の組合
せがその基本的な特徴を失うに至つたかどうかである。更に問題を絞れば、結局、
２・６位のクロールとピリミド・ピリミジン環との間にスルホニルが介在したこと
により、本件特許発明で期待されたクロールの果すべき脱離基としての機能、すな
わち、ジエタノールアミンとの置換反応という機能が失われたかどうかである。
　原判決もその理由中で肯定しているように、スルホニルが介在した場合でも、同
じようにクロールがジエタノールアミノ基を導入する役割を果しており、スルホニ
ルはその後単に（他の基を更に導入することなく）加熱の継続によつて脱離するの
みである。これを要約すれば、不純物の入つている原料で反応を行ない、この不純
物を蒸発させるようにすることと異ならないのであつて、被控訴人方法には、改悪
はあつても進歩はない。
（被控訴人）
　控訴人の当審における主張は、専ら、
　「被控訴人方法は、本件特許発明の出発物質と実質的に同一の物質を採用したに
止まり、そこには改悪はあつても進歩はない。」
　という無用論ないし改悪論に終始している。
　右の主張は、法律的には同一又は均等の主張に帰し、それでは被控訴人方法に特
許性の認められる余地はないことになるが、それは被控訴人方法に現に特許が確立



しているという事実と全く相容れないものである。
　被控訴人方法を無用の付加とみる余地はもともと皆無であるが、もしこの付加論
を維持するとすれば、それは利用発明として侵害であるという主張にならざるをえ
ず、現に、控訴人もその主張をしているが、その根拠はないし、証明もされていな
い。
　被控訴人方法の出発物質は、左記のものであつて、本件特許発明の出発物質とは
明らかに異なる化合物であり、均等物でもない。
＜１２３０８－００１＞
　すなわち、被控訴人方法の出発物質は、本件特許発明の出願時はおろか、被控訴
人方法の特許出願時においてすら未知であつて、かつ、発明的方法によつて製造さ
れた新規物質である。そして、この新規な出発物質から予測を超えた反応によりジ
ピリダモールの生成を可能ならしめ、作用効果においても優れているものが被控訴
人方法である。
　本件特許発明の出発物質は、少なくとも一つのハロゲン原子がピリミド・ピリミ
ジン核の炭素原子に直接結合しているものでなければならないと解されるから、被
控訴人方法の出発物質であるクロールスルホニル体は本件特許発明の出発物質に関
する要件を充足しない。また、右の要件を充足した上でスルホニル基が余分に付加
されたものとみるべき余地もない。
　本件特許発明の特許出願当時における知見としては、ハロゲン原子が複素環化合
物の核炭素原子に直結していない場合には、たとえ核に結合している基の一部とし
てハロゲン原子が含まれていても、アミンとの反応によつてはアミノ基を核炭素原
子に直結させることはできず、安定な化合物、例えばスルホンアミド化合物が生成
するに止まつていた。しかるに、被控訴人方法においては、クロルスルホニル体は
ジエタノールアミンとの反応によつてスルホンアミド体を生成した後、ジエーテル
体を経由して、アミノ基が核炭素原子に直結した化合物であるジピリダモールを生
成するのであり、かかる分子内転移反応は予想外のものであつた。
第三　証拠関係（省略）

　　　　　　　理　　　由

第一　訴の変更の当否について
　被控訴人は、控訴人が昭和五一年五月一八日付の「訴変更の申立」と題する書面
によつてした訴の変更申立は、著しく訴訟手続を遅滞させるものであるから、許さ
れないと主張する。
　よつて、右申立に至るまでの経緯について検討するに、本件記録によれば、次の
事実関係が認められる。
　本件訴訟は、昭和四八年六月二二日原審裁判所に提起されたものであるが、控訴
人は、その「訴状」において、被控訴人に対しジピリダモールの製造、販売の禁止
を求め、請求の原因として、被控訴人の生産方法に対する特許法第一〇四条の規定
による推定を主張し、予備的に、被控訴人の生産方法が別件（東京地方裁判所昭和
四七年（ヨ）第二五五七号仮処分申請事件）において被控訴人が開示している方法
であつたとしても、それは本件特許権を侵害するものである、と主張していた。
　ついで、控訴人は、昭和四九年七月一〇日、「請求追加の申立」と題する書面を
提出し、被控訴人に対し金二億七一三七万七五二九円とこれに対する同書面送達の
日の翌日以降完済に至るまで年五分の割合による金員の支払いを求め、その請求の
原因として、昭和四七年七月から昭和四九年三月までの期間における被控訴人の訴
状記載の事由による本件特許権の侵害によつて生じた損害賠償請求の主張をした。
　更に、控訴人は、昭和四九年一一月七日、「訴変更の申立書」と題する書面（書
面の日付は同月一一日）を提出し、被控訴人に対し、イ号方法又はロ方法によつて
ジピリダモールを製造し、又は右方法によつて製造したジピリダモールを販売する
ことの禁止を求めると共に、金二億七一三七万七五二九円及びこれに対する昭和四
九年七月一二日以降完済に至るまで年五分の割合による金員の支払いを求め、その
請求の原因において、被控訴人がジピリダモールを生産する方法を、昭和四九年四
月七日まではイ号方法、同月八日以降はロ号方法である、と主張した。
　ついで、控訴人は、昭和五〇年六月二三日、「請求拡張の申立」と題する書面を
提出し、従前の金員の支払を求める請求を、金五億六二三三万一四五四円及び内金
二億七一三七万七五二九円に対しては昭和四九年七月一二日から、内金二億九〇九
五万三九二五円に対しては同書面送達の日の翌日以降完済に至るまで年五分の割合



による金員の支払を求める請求に変更し、従前主張の請求の原因に、昭和四九年四
月から同年一二月三一日までの期間のものを追加した。
　ついで、控訴人は、昭和五〇年一一月二七日、「原告第九準備書面（要約）」と
題する書面を提出し、従前の請求に、被控訴人に対して、イ号方法又はロ号方法に
よつて生産したジピリダモール及びその製剤品の廃棄を求める請求を追加した。
　更に、控訴人は、昭和五一年五月一八日、「訴変更の申立」と題する書面を提出
した。これが被控訴人より異議申立のされた訴変更の申立（以下、「本件訴変更の
申立」という。）である。この申立は、従前の請求中、「イ号方法又はロ号方法に
よつてジピリダモールを製造し、又は右方法によつて製造したジピリダモールを販
売してはならない。その占有する右のジピリダモール及びその製剤品を廃棄せ
よ。」との部分を、「ジピリダモールを製造し又は販売してはならない。その占有
するジピリダモール及びその製剤品を廃棄せよ。」と変更し、請求の原因中、昭和
五〇年一月以降の被控訴人による本件特許権の侵害につき特許法第一〇四条の規定
の適用を主張するものである。
　そして、「本件訴変更の申立」書が陳述されたのは昭和五一年五月一九日の第一
五回口頭弁論期日においてであるが、これより前第一四回口頭弁論期日までに、控
訴人は、訴状、前記各訴の変更の申立書並に第一ないし第九準備書面等の陳述を了
し、被控訴人は、答弁書及び第一ないし第一四準備書面の陳述を了し、証拠とし
て、甲第一号証から第三〇号証の一・二まで、乙第一号証から第三〇号証の一・二
までが提出されて、その証拠調が終つていた（ただ、乙第二号証、第二〇号証の一
ないし四、第二一号証ないし第二五号証の認否の手続は、その後にされた。）。
　以上の事実関係が認められる。
　右の事実関係によれば、本件訴の変更申立書が提出されるまでには、訴の提起か
ら約二年一一か月の期間が経過し、その間一四回の口頭弁論期日が開かれて、その
段階における当事者双方の主張、立証は概ね尽されていたものと認められるが、本
件訴変更の申立は、被控訴人による昭和五〇年一月以降の本件特許権侵害につき特
許法第一〇四条の規定の適用を主張するものであるところ、控訴人は、本件訴訟の
当初から昭和四九年一一月七日までの段階においては、前示認定のとおり、もとも
と同法条の適用を主張していたのであり、この主張の当否をめぐつて、すでに当事
者双方は相当な訴訟活動を行なつていたことが記録によつて認められ、しかも、後
述（第二の二の項）するように、同法条による推定が働く場合、その推定を覆すた
めに被控訴人が主張、立証すべき事項は、控訴人が昭和四九年四月八日から同年一
二月三一日までの期間について、被控訴人において実施しているロ号方法が本件特
許発明の技術的範囲に属しており、その実施が本件特許権を侵害するものであると
の主張、立証と表裏の関係にあるものであるから、本件訴変更の申立を許したとし
ても、それが本件訴訟において訴訟手続を遅滞せしむべきものとは認められない。
　したがつて、本件訴変更の申立はこれを許容すべきものであり、被控訴人のこの
点についての申立は理由がない。
第二　請求の当否について
本訴請求は、本件特許権の侵害を原因としてそれによつて生じた損害の賠償を求め
るものである。
一　次の事実関係は当事者間に争いがない。
　控訴人が本件特許権を有しており、本件明細書中の特許請求の範囲の記載が控訴
人主張のとおりであること。
　被控訴人が、昭和四七年七月以降、業として、ジピリダモール（化学名・２・６
―ビスジエタノールアミノ―４・８―ジピペリジノピリミド〔５・４―ｄ〕ピリミ
ジン）を製造し、これに「アンギナール」という商品名を付して販売して来たこ
と、被控訴人がその製造方法として、昭和四七年七月から昭和四九年四月初め頃ま
での間はイ号方法を、昭和四九年四月八日から同年一二月三一日までの間はロ号方
法を、それぞれ実施していたこと、ジピリダモールが本件特許発明の目的物質に包
含されること、この目的物質が本件特許発明の特許出願当時（昭和三三年七月二八
日当時）日本国内において公然知られたものでなかつたこと。
二　特許法第一〇四条の規定について
　控訴人が本訴において主張する本件特許権の侵害とそれによつて生じたとする損
害は、昭和四七年七月から昭和五〇年一二月三一日までの期間にかかるものである
が、控訴人の主張は、この期間のうち、①昭和四七年七月から昭和四九年四月頃ま
での間はイ号方法により、②昭和四九年四月八日から同年一二月三一日までの間は
ロ号方法により、③昭和五〇年一月一日から同年一二月三一日までは特許法第一〇



四条の規定によつて推定される本件特許発明の方法により、被控訴人がジピリダモ
ールを製造、販売して、本件特許権を侵害したというのである。
　右の①及び②の、各期間にそれぞれの方法により、被控訴人がジピリダモールを
製造、販売していたことは、既述（一の項）のとおり、当事者間に争いがない。
　そこで、右③の期間内の主張について、まず、特許法第一〇四条の規定を検討す
る。
　特許法第一〇四条は、「物を生産する方法の発明について特許がされている場合
において、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、
その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定する。」と規定している
のであつて、この規定に係る要件事実、すなわち、控訴人の特許方法の目的物と被
控訴人の生産、販売等している物とが同一であること及びその物が特許出願前に日
本国内で公然知られた物でないことが主張、立証されれば、この規定による推定が
働くこととなり、この推定を覆すには、特許権の侵害を主張される相手方におい
て、自らの実施している方法を開示したうえ、それが特許方法と異なる方法であ
り、特許権を侵害するものでないことまで主張し、かつ、立証することを要する、
と解すベきである。その理由は次のとおりである。
　特許権の侵害を原因とする差止請求もしくは損害賠償請求の訴訟において、原告
から特許法第一〇四条の規定による生産方法推定の主張、立証がされた場合に、そ
の推定を覆すために、被告としてはいかなる事実を主張、立証しなければならない
かは、法律の定めるところにより、そして究極的には、当事者間の衡平の理念によ
つて決すべきことであるけれども、そのためには、法律制度全般の構造とその中に
おける右特許法第一〇四条の規定の意義を度外視することはできない。
　その点について考察するに、特許法第一〇〇条は、「特許権者……は、自己の特
許権を侵害する者……に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができ
る。」（第一項）、「特許権者……は、前項の規定による請求をするに際し、……
の廃棄、……の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。」
（第二項）と規定し、民法第七〇九条は、「……他人の権利を侵害したる者は……
損害を賠償する責に任ず。」と規定している。これらの規定における「特許権を侵
害する行為」もしくは「権利を侵害する行為」が特許法上いかなる内容のものであ
るかについては同法にその明文の規定はない。しかしながら、特許法第六八条は、
「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。」と規定している
のであるから、特許権者の承諾を得るなどの正当権原なくして業として当該特許発
明を実施する行為は、当然、当該特許権を侵害する行為であると解される。そし
て、右の「実施」について、特許法第二条第三項は、「方法の発明にあつては、そ
の方法を使用する行為」が当該発明を実施する行為であると規定すると共に、同法
第一〇四条は、既述のように、「……その方法により生産したものと推定する。」
と規定しているのであるから、この第一〇四条の規定が適用され、被告の生産する
物が原告の特許発明の方法によつて生産したものと推定されるときは、被告は原告
の特許発明を実施していることとなるのであつて、それはすなわち原告の特許権を
侵害していることにほかならない。換言すれば、特許法第一〇四条の推定が働くと
きには、原告の特許権が侵害されていることとなり、被告に対する差止請求権ない
しその侵害によつて生じた損害の賠償請求権が発生することになる。
　したがつて、この種の請求訴訟において、原告が主張すべき要件事実は、特許法
第一〇〇条もしくは民法第七〇九条の要件事実（原告が特許権者であること、被告
がその特許権を侵害していること、差止の必要性もしくは損害の発生）と特許法第
一〇四条の規定が適用されるための要件事実（原告の特許方法の目的物と被告の生
産等している物とが同一であること、その物が特許出願前に日本国内で公然知られ
た物でないこと）であるが、そのうち、原告において立証を要するのは、「被告が
その特許権を侵害していること」を除いた残余の事実だけで足りる。このように、
訴訟における立証において、「被告がその特許権を侵害していること」の代りに特
許法第一〇四条の規定が適用されるための要件事実を立証すればよいという、証明
主題の選択を認めたのが同法条の規定であると解される。
　以上のように、特許法第一〇四条の規定の推定が働く場合には、「被告がその特
許権を侵害していること」になるのであるから、この推定の結果を覆すためには、
当然、被告としては、単に自らの実施している方法を開示するだけでは不十分であ
つて（それだけでは右の推定を覆すことにならない。）、更に、その方法が特許発
明の方法と異なる方法であつて、特許権を侵害するものではないことまで主張し、
かつ、立証しなければならないことは明らかである。



　そして、右のように解することは、特許法第一〇四条が「その物が特許出願前に
日本国内において公然知られたものでないこと」と規定して、その規定の適用を新
規物質に限つていることを見れば、実質的な衡平の理念に徴しても妥当であると考
えられる。
　そこで、前記③の主張についてみるに、既述（一の項）のとおり、昭和五〇年一
月一日から同年一二月三一日までの期間においても被控訴人がジピリダモールを業
として生産、販売していたこと、このジピリダモールが本件特許発明の目的物質に
包含されること、この目的物質が本件特許発明の特許出願当時日本国内において公
然知られたものでないこと、はいずれも当事者間に争いがないのであるから、特許
法第一〇四条に規定する要件事実は充足され、右期間において被控訴人の生産、販
売したジピリダモールは本件特許発明の方法により生産したものと推定され、した
がつて、被控訴人は右期間において本件特許権を侵害したものと推定されることに
なる。
　被控訴人は、本件特許発明の目的物質に属する化合物中に本件特許発明の特許出
願前に既に公知となつていたものがあるとして、特許法第一〇四条の規定が適用さ
れる余地はない旨主張するが、仮にそのように公知のものがあつたとしても、前記
のとおり、被控訴人がジピリダモールを製造、販売し、ジピリダモールが本件特許
発明の目的物質に包含され、かつ、この目的物質が本件特許発明の特許出願前日本
国内において公然知られた物でなかつた以上、同法条を適用することに妨げはない
ものと解するのが相当であるから、被控訴人の右の主張は採用できない。
三　推定に対する主張、立証について
　前述のように、昭和五〇年一月一日から同年一二月三一日までの期間において、
被控訴人は本件特許権を侵害したものと推定されるのであるが、これに対して、被
控訴人は、右期間中における被控訴人の実施している方法は本件特許発明とは異な
るロ号方法であり、それは本件特許権を侵害するものではない、と主張する。
　そこで、まず、右期間中における被控訴人の生産方法について検討する。
　この点についての被控訴人の右主張に対する控訴人の反論の要点は、右期間中に
製造、販売された被控訴人の製品「アンギナール」中には、従前検出されなかつた
不純物の「化合物Ｃ」（原判決第一八丁、第一九丁）が検出されるようになつたと
ころ、この「化合物Ｃ」は、本件特許発明の実施例１９（ａ）を用いてジピリダモ
ールを製造する場合の出発物質であり、また、同実施例１４（ａ）によりジピリダ
モールを製造するに当つては必ず通過する中間体であつて、一〇〇％の生成反応が
達成できない以上、不純物として必ず残るものであるから、本件特許発明の方法に
よるものと推認される、というのである。
　そこで、証拠について検討するに、いずれも成立に争いのない甲第三一号証の
一・二、第三二号証、乙第三三号証ないし第三五号証を総合すれば、次の事実が認
められる。
　被控訴人は、昭和四九年一二月、従前の蓮根工場（東京都板橋区内）から高萩工
場（茨城県高萩市内）に工場を移転してジピリダモールの製造を再開したのである
が、この高萩工場における製品のみならず、蓮根工場において昭和四九年中に製造
された製品、すなわち、甲第三一号証の一に記載のロツト番号ＥＨＥ１０、ＥＬＥ
１４、ＥＫＥ１、ＥＫＥ６のもの及び甲第三二号証に記載のロツト番号ＥＨＥ１
０、ＥＬＥ１４のものからも既に「化合物Ｃ」が検出されている。そして、「化合
物Ｃ」は、ロ号方法によつてジピリダモールを製造する場合にもその生成物中に微
量ながら混在してくるものであつて、これが混在してくる理由は、ロ号方法の出発
物質中に微量の２―クロル―６―クロルスルホニル―４・８―ジピペリジノピリミ
ド〔５・４ーｄ〕ピリミジンが夾雑していることに由来し、この夾雑物がロ号方法
の実施に伴つて順次化学変化し、原判決別表（七）左欄記載の過程を経て「化合物
Ｃ」となるものである。
　以上の事実が認められる。
　右認定の事実と前掲乙第三三号証並に昭和四九年四月八日以降少なくとも同年中
は被控訴人がロ号方法を実施してジピリダモールを製造していたという当事者間に
争いのない事実を総合すれば、被控訴人は、昭和四九年四月以降継続してロ号方法
を実施してジピリダモールを製造しており、その後蓮根工場から高萩工場への工場
移転の前後を問わず、すなわち前記③の昭和五〇年一月一日から同年一二月三一日
までの期間においても、右ロ号方法の製法に変更はなかつたと認めるのが相当であ
る。
　この認定を覆すに足りる証拠はない。



　以上のとおりであり、前記③の期間において、被控訴人が自らの実施していた方
法とするロ号方法は本件訴訟に開示されているとすることができるのであるが、既
述（二の項）のとおり、特許法第一〇四条の規定による前記推定を覆すためには、
被控訴人は更に右ロ号方法が本件特許発明の方法と異なる方法であつて、本件特許
権を侵害するものでないことを主張、立証しなければならない。
　被控訴人が、右の主張をしていることは事実摘示に記載のとおりである。
　ところで、被控訴人の右の主張、すなわち、ロ号方法は本件特許発明の方法と異
なる方法であつて、本件特許権を侵害するものではないとの主張は、前記②の期間
についての控訴人の主張、すなわち、ロ号方法は本件特許発明の技術的範囲に属
し、それを実施することは本件特許権を侵害するものであるとの主張と表裏の関係
にあるから、以下、証拠に基いて両者の右主張を併せて判断する。
四　本件特許発明と被控訴人方法との対比
（イ号方法とロ号方法との関係）
　弁論の全趣旨によつて真正に成立したものと認める甲第八号証、成立に争いのな
い乙第八号証、同第一一号証によれば、イ号方法及びロ号方法における反応の態様
は、反応式で示せば、原判決別表（一）に記載のとおりであることが認められる。
　これによれば、ロ号方法は三つの工程からなるものであるが、その出発物質、目
的物質及び目的物質中にその全部又は一部が残存するという意味における反応剤は
イ号方法と同一であつて、イ号方法においても、経過する中間体を逐一取り出して
各段階における反応条件を変えているにすぎないものである。換言すれば、ロ号方
法の出発物質及び前述の意味における反応剤は、第一工程で与えられるのみであ
り、第二工程、第三工程においては、前述の意味における反応剤を格別反応させる
ことなく、ただ、水酸化ナトリウムを用い、リン酸緩衝液によるｐＨ調節等を行な
い、かつ、工程毎に反応温度を変えているにすぎないものである。しかも、ロ号方
法が、イ号方法の反応を解明することによつて明らかになつた反応機構の各段階を
独立の工程として取り上げ、最適条件を採用して実施されるものであることが、弁
論の全趣旨に徴して明らかである。
　そうすれば、本件特許発明との対比に当つては、ロ号方法全体を一つの物を生産
する方法として把握することができるのみならず（一つの方法が一つの工程からな
るものとは限らないし、多数の工程からなるものであつても、それが一つの方法で
あれば、各工程毎にではなく、一体として、特許発明にかかる方法と対比されうべ
きことはいうまでもない。）、この中間体単離は単なる具体的な処理手段の一態様
とみて妨げないものであり、ロ号方法はイ号方法と実質的に同等として本件特許発
明と対比することが許されるものというべきである。
　これに反する被控訴人の主張は採用しえない。
（本件特許発明の構成）
　当事者間に争いのない本件特許発明の特許請求の範囲の記載（請求の原因一の２
の項）及び成立に争いのない甲第二号証の二によれば、本件特許発明は、一般式
＜１２３０８－００２＞
のピリミド〔５・４―ｄ〕ピリミジンと化合物ＨＲとを、摂氏マイナス二〇度から
プラス二五〇度までの温度で反応させることを特徴とする、一般式
＜１２３０８－００３＞
のピリミド〔５・４―ｄ〕ピリミジンを製造する方法であつて、
右一般式中のＺ１～Ｚ４、Ｒ、Ｒ１～Ｒ４は、それぞれ本件特許請求の範囲記載の
各条件を充たすものでなければならないこと、なお、右反応において、溶剤、圧
力、酸結合剤、銅粉又は銅塩を存在させるか否かは、選択的条件であつて、これを
使用してもしなくてもよいこと、が認められる。
　したがつて、本件特許発明は、右に述べた出発物質、処理手段（反応剤及び温度
条件）並びに目的物質の三つの構成要件からなるものである。
（対比）
　そこで、被控訴人方法（イ号方法及びロ号方法）と本件特許発明とを対比検討す
る。
１　出発物質
　被控訴人方法の出発物質は、さきに認定のとおり、２・６―ビスクロルスルホニ
ル―４・８―ジピペリジノピリミド〔５・４―ｄ〕ピリミジンであつて、これを構
造式で示せば、次のとおりである。このうち、ピペリジノ基
＜１２３０８－００４＞
は、炭素原子五個を有するアルキレンイミノ基である。



　これに対し、本件特許発明の出発物質は、前記一般式を有するピリミド〔５・４
―ｄ〕ピリミジンであつて、本件特許請求の範囲の記載によれば、右の一般式中、
Ｚ１及びＺ３がハロゲン原子を、Ｚ２及びＺ４が炭素原子二個ないし六個を有する
アルキレンイミノ酸を意味するものを含むことが明らかである。
　したがつて、被控訴人方法の出発物質が本件特許発明の出発物質に含まれるか否
かは、被控訴人方法の出発物質中２・６位にある二つのクロルスルホニル基が前記
本件特許発明の「一般式中Ｚ１及びＺ３がハロゲン原子を意味する」との要件に該
当するか否かにかかることになる。
２　処理手段
　反応剤について
　被控訴人方法の反応剤は、ジエタノールアミン＜１２３０８－０１２＞であり、
右物質中のジエタノールアミノ基は置換アミノ基であるが、本件特許発明の反応剤
ＨＲのうちのＲは、本件特許請求の範囲の記載によれば、置換アミノ基であれば足
りるものであることが明らかであるから、被控訴人方法の反応剤は、本件特許発明
の反応剤についての要件を充足している。
　温度について
　イ号方法の温度条件は摂氏一〇〇度ないし一二〇度であり、ロ号方法のそれは、
第一工程につき摂氏〇度ないし五度、
第二工程につき摂氏七〇度ないし九〇度、第三工程につき摂氏九五度ないし一三〇
度であるから、いずれも本件特許発明の温度条件である摂氏マイナス二〇度からプ
ラス二五〇度までの範囲内に含まれる。
３　目的物質
被控訴人方法の目的物質はジピリダモールであつて、左記の構造式
＜１２３０８－００５＞
を有する化合物であり、このうちのジエタノールアミノ基は置換アミノ基であり、
ピペリジノ基は炭素原子五個を有するアルキレンイミノ基である。
　他方、本件特許発明の目的物質は、前述の一般式を有するピリミド〔５・４―
ｄ〕ピリミジンであつて、本件特許請求の範囲の記載によれば、右の一般式中Ｒ１
～Ｒ４の全部が置換アミノ基か炭素原子二個ないし六個を有するアルキレンイミノ
基を意味するものを含むものである。
　したがつて、被控訴人方法の目的物質は、本件特許発明の目的物質に関する要件
を充足する（なお、この点は、既述のとおり、当事者間に争いがない。）。
　そうすると、被控訴人方法が本件特許発明の技術的範囲に属するか否かは、結
局、出発物質に関する前記１の末段に指摘の点の結果いかんにかかることとなるの
で、更にこの点について検討する。
（出発物質について）
１　本件特許発明の出発物質
　本件特許発明の出発物質は、前述の一般式をもつて特定されているのであるが、
この一般式によれば、この出発物質中の置換基Ｚ１～Ｚ４が、ピリミドピリミジン
核２・４・６・８位の炭素原子と、その間に他の原子もしくは基を介在させること
なく、直接結合しているものとして表示されており、この点は、目的物質中の置換
基Ｒ１～Ｒ４と核炭素原子との結合関係についても同様である。
　そして、前掲甲第二号証の二によれば、本件特許発明の明細書（同号証第四頁右
欄第三行～第五頁右欄第三行参照）には、本件特許発明の目的特質は、薬効として
冠状動脈拡張作用及び血圧降下作用を有し、なかには同時に鎮痙作用及び利尿作用
を有するものである旨の記載があることが認められるから、右目的物質の置換基Ｒ
１～Ｒ４と核炭素原子との間に、もし他の原子等が介在するものまで取り込むとす
れば、右の薬効は必ずしも保証されないという不合理な結果となるのであつて、右
置換基Ｒ１～Ｒ４に核炭素原子とは直結していると解するのが合理的である。した
がつて、同じ形式の一般式で表示されている出発物質の置換基Ｚ１～Ｚ４と核炭素
原子との結合態様についてもこれと同様に解するのが自然である。
　また、前掲甲第二号証の二によれば、本件特許発明の明細書には合計二七例の実
施例が示されているところ、それらの出発物質は、いずれの例においても、少なく
とも一つのハロゲン原子がピリミドピリミジン核の炭素原子に直結したものに限ら
れていることが認められる。そして、これが直結していなくてもよいことを窺わせ
るような記載は存しない。
　因みに、右実施例の中の１（Ｃ）についてみると、この例はテトラクロルピリミ
ド〔５・４―ｄ〕ピリミジンを相当するアミンと反応させて、２・６―ジクロル―



４・８―ジ（Ｐ―クロルアニリノ）ピリミド〔５・４―ｄ〕ピリミジンを得るとい
うものであり、これを反応式で示せば次のとおりのものである。
＜１２３０８－００６＞
　この反応式から明らかなように、実施例１（Ｃ）においては、出発物質のピリミ
ドピリミジン核２・６位のクロル原子は置換されず、４・８位のクロル原子のみが
Ｐ―クロルアニリノ基＜１２３０８－００７＞によつて置換されているのである
が、このＰ―クロルアニリノ基自体もクロル原子を有するものである。
　他方、本件特許請求の範囲の記載によれば、本件特許発明の目的物質は、出発物
質よりもハロゲン原子の数が少なくなければならないから、もし、本件特許発明の
目的物質及び出発物質についてハロゲン原子が核炭素原子に直結していなくてもよ
いと解するとすれば（すなわち、核炭素原子に直結していないハロゲン原子まで本
件特許発明にいう「ハロゲン原子」として数えるとすれば）、右実施例１（Ｃ）の
反応は、出発物質と目的物質とでハロゲン原子が同数であることになり、本件特許
発明の実施に当らないものとなるのであつて、不合理である。
　以上の諸点を考え合わせれば、本件特許発明の出発物質について、Ｚ１～Ｚ４の
全部又は一部がハロゲン原子を意味するというのは、ハロゲン原子がピリミドピリ
ミジン核の炭素原子に直結している化合物のことをいい、かつ、そのようなものに
限られると解するのが相当である。
２　被控訴人方法の出発物質
　既述のイ号方法及びロ号方法の各反応の態様と前掲甲第八号証、乙第八号証、第
一一号証並びに成立に争いのない甲第一六号証を総合すれば、被控訴人方法により
ジピリダモールを生成する反応は、次の経過をたどることが認められる。
（一）　出発物質中のピリミドピリミジン核２・６位のクロルスルホニル基は単一
の脱離基としては作用せず、このうちのクロルがスルホニルと分離した上、反応剤
中のジエタノールアミン残基を、スルホニルを介して右２・６位に導入し、ジスル
ホンアミド化合物を生成し、
（二）　次に、スルホニルの反応系外への脱離を伴なう分子内転位反応により、ジ
エタノールアミノ基中の酸素原子が核炭素原子と結合してジエーテル化合物を生成
し、
（三）　次いで、再度の分子内転反応により、ジエタノールアミノ基中の窒素原子
と核炭素原子とが結合して、ジピリダモールに変換される。
　右に認定の反応経過に徴すると、クロルスルホニル体を出発物質とするイ号方法
及びロ号方法においても、ピリミドピリミジン核２・６位へのジエタノールアミノ
基の導入はクロルスルホニル基中のクロルによつて行なわれ、スルホニルは、直接
的には、右導入に関与しないといえないこともない。
　しかしながら、後記のとおり、被控訴人方法の前記（二）の反応工程は、甲第一
二号証の実験Ⅲ及び甲第一六号証の実験（以下「実験Ⅲ」という。）をもつてして
も予測の可能性が疑わしく、かつ、本件特許発明の明細書に何らの示唆も見当らな
い反応であつて、この被控訴人方法における出発物質中のスルホニル基がジピリダ
モールの製造にとつて無用の存在であると認めるに足りる証拠はないから、前記反
応の経過から直ちに被控訴人方法においてスルホニルが無用の存在であると断定す
ることはできない。
　また、前掲甲第二号証の二、第一六号証、成立に争いのない甲第一二号証、第四
〇号証によれば、本件特許発明の実施例１４（ａ）と同一の出発物質及び反応剤を
用いて、すなわち、２・６―ジクロル―４・８―ジピペリジノピリミド〔５・４―
ｄ〕ピリミジンにジエタノールアミンを反応させて、ジピリダモールを得る反応に
は、大別して、
（一）　分子間の求核置換反応により直接ジピリダモールを生成する経路と、
（二）　まずジエーテル体を生成し、次いで分子内転位反応によりジピリダモール
に至る経路、
との二つの経路があること、このように両様の反応が起りうるのは、反応剤である
ジエタノールアミンが多官能基（一つのアミノ基と二つの水酸基）を有することに
由来し、他の反応条件、就中、ｐＨ条件の選択次第で、アミンとしてアミノ基の部
分が反応して（一）の経路を進行したり、アルコールとして水酸基の部分が反応し
て（二）の経路を進行したりするためであること、甲第一二号証に記載の実験Ⅲ及
び甲第一六号証に記載の実験Ⅲ’は、いずれも前述の出発物質及び反応剤を用い
て、水酸化ナトリウムの存在下に反応させれば、前記（二）の反応経路を進行して
ジピリダモールの生成に至ることを追試確認したものであることが認められる。



　そうすると、実験Ⅲ及びⅢ’の反応と被控訴人方法の反応は、ジエーテル体から
分子内転位反応によりジピリダモールの生成に至るという反応経路において全く同
一であり、また、被控訴人方法におけるその前段階の反応、すなわち、スルホンア
ミド体からジエーテル体に至る反応も、いわゆる分子内転位反応の一種である点に
おいて、実験Ⅲ及びⅢ’の反応と共通しているものである。
　ところで、右実験Ⅲ及びⅢ’の反応が本件特許発明の実施に当るか否かについて
は争いがあるところ、前掲甲第二号証の二によれば、本件特許発明の明細書（同号
証第四頁左欄末行～同右欄第五行参照）には、「同様にアルカリの不在下及び低温
度において水及びアルコールを溶剤又は希釈剤として使用することができる。なぜ
ならば、それらはかかる条件下ではハロゲン含有ホモプリンと事実上反応しないか
らである。」との記載があることが認められ、これによれば、本件特許発明におい
ては、実験Ⅲ及びⅢ’におけるように、ジエタノールアミンをＮａＯＨ（アルカ
リ）存在下反応させること、すなわち、ジエタノールがＮａＯＨの存在下アルコー
ルとして反応すること、は行なつてはならない反応として排除しているものと解さ
れるから、これらの実験が本件特許発明の実施に当るとすることはできない。仮
に、右実験Ⅲ及びⅢ’が本件特許発明の実施に当るとしても、それらにおける分子
内転位反応から、直ちに、被控訴人方法における前述（二）の「スルホンアミド体
からスルホニル基の脱離を伴なう分子内転位反応によりジエーテル体の生成に至
る」反応を予測しうることは疑問である。その上、本件特許発明の明細書には、こ
の発明を実施した場合に、右にみた分子内転位を伴なう反応が生じうることを示唆
するような記載は全く見当らないから、被控訴人方法をもつて、本件特許発明によ
り開示された知見、もしくは、それに基づく分子内転位反応を、無用なスルホニル
の排除に利用しているものと断定することはできない。
　また、成立に争いのない乙第六号証の一、二によれば、被控訴人の有する特許番
号第六八一〇八四号特許権にかかる特許発明は、控訴人主張の一般式をもつて示さ
れるピリミドピリミジン誘導体の製造方法に関するものであつて、その目的物質は
右一般式中のｎ＝０の場合（ジピリダモール）及びｎ＝１の場合（被控訴人方法に
おける中間体たるスルホンアミド体）の両者を含むこと、右第六八一〇八四号特許
発明の特許公報には、「本発明化合物（Ⅲ）においてｎ＝０の化合物は、ｎ＝１の
化合物を一〇〇～二五〇度Ｃで加熱せしめることによつても得ることができる。」
との記載（第三欄第二五行～第二七行）があることが認められる。
　しかしながら、他方、被控訴人が右発明の特許出願をするに当り、ジピリダモー
ルとスルホンアミド体とを等しく有用な物質として認識し、両者を共に目的物質に
含めるべく、前記一般式をもつて目的物質の表示をしたことも前掲乙第六号証の一
によつて明らかであるから、同号証についての前記認定の事情は何ら異とすべき事
柄ではないのであつて、この事情を根拠に、被控訴人方法の出発物質中のスルホニ
ル基が、ジピリダモールの製造にとつて無用の存在であることを被控訴人自身が無
意識に自認していたという控訴人の主張は理由がない。
３　以上のとおりであつて、本件特許発明の出発物質は、少なくとも一つのハロゲ
ン原子がピリミドピリミジン核の炭素原子に直接結合しているものでなければなら
ないと解されるから、イ号方法及びロ号方法の出発物質であるクロルスルホニル体
は本件特許発明の出発物質についての要件を充足しないものであり、右の要件を充
足した上で、スルホニル基が余分に付加されているものとみる余地はない。また、
イ号方法及びロ号方法の出発物質中のスルホニル基がジピリダモールの製造にとつ
て無用の存在で、無視すべきものであるとか、イ号方法及びロ号方法の反応が本件
特許発明の開示に基づく分子内転位反応を無用なスルホニル基の排除に利用してい
るものである等の主張も理由がないことは既述のとおりである。
　前掲甲第一六号証中の右の判示に反する部分、成立に争いのない甲第二九号証、
第四三号証、弁論の全趣旨によつて真正に成立したものと認める甲第九号証、第三
六号証に記載の各見解は採用しない。
　したがつて、控訴人の付加の主張は、進んで収率の点についての対比検討をする
までもなく、理由がないというべきである。
（利用の主張について）
　控訴人は、被控訴人方法が本件特許発明を利用するものであると主張するが、そ
の主張するところは前述の付加の主張と異なるところはなく、これが理由のないこ
とは既述のとおりである。
（均等の主張について）
　控訴人は、被控訴人方法が本件特許発明と均等の方法であると主張する。その主



張は、被控訴人方法の出発物質と本件特許発明の実施例１４（ａ）の出発物質とを
相互に置き換えてみても、同じ反応剤と本件特許請求の範囲記載の条件内で反応し
て、同じ目的物を生成するというのである。
　思うに、被控訴人方法が本件特許発明と均等の方法であるというためには、被控
訴人方法の出発物質が本件特許発明の出発物質と作用効果を同じくし、いわゆる置
換可能性を有すると共に、
本件特許発明の特許出願時において、この種合成化学の分野における通常の知識を
有する者が、その置換可能性を知り、又は当然に知りうべかりし場合であることを
要すると解するのが相当である。
置換可能性について
　そこで、まず置換可能性の有無について検討するに、本件特許発明の出発物質
は、ピリミドピリミジン核の炭素原子に直接結合した少なくとも一つのハロゲン原
子により、反応剤ＨＲ中の置換基Ｒ、すなわち、末置換又は置換のアミノ基か、炭
素原子二個ないし六個を有するアルキレンイミノ基を置換して、これをピリミドピ
リミジン核上に導入するという作用を果すものである。他方、被控訴人方法の出発
物質であるクロルスルホニル体は、結局、ピリミドピリミジン核２・６位のクロル
スルホニル基により、反応剤であるジエタノールアミン中のジエタノールアミノ基
を、ピリミドピリミジン核上に導入するという作用を果すものである。以上のこと
は、いずれも前に判示したところから明らかである。
　したがつて、右の両出発物質は、それぞれの反応において、ピリミドピリミジン
核上に、広い意味でのアミノ基を導入するという作用を果す点において共通であ
り、かつ、心臓疾患の治療に極めて顕著な薬効を有する化合物の生成を目的とする
点において本件特許発明と被控訴人方法とは同一であるから、その間にいわゆる置
換可能性があるというべきである。
認識可能性について
　次に、本件特許発明の特許出願時においてこの種合成化学の分野における通常の
知識を有する者が右の置換可能性を知り又は当然に知りうべかりしものであつたか
否かの点について検討する。
　被控訴人方法の出発物質である２・６―ビスクロルスルホニル―４・８―ジビペ
リジノピリミド〔５・４―ｄ〕ピリミジンが、本件特許発明の特許出願時において
公然知られた物でなかつたことは、当事者間に争いがない。そして、いずれも成立
に争いのない乙第三号証及び第四号証の各一ないし四、第五号証の一ないし三、第
六号証の一ないし四によれば、右被控訴人方法の出発物質の製造方法につき、被控
訴人は特許第六六七六三九号（原判決別表（五）の第一工程）、特許第七一〇〇〇
六号（同第二工程）、特許第六八一〇八四号（同第三工程、第四工程）、特許第七
二五三八〇号（同第一工程ないし第四工程）の各特許権を取得していることが認め
られる。
　ところで、いずれも成立に争いのない甲第二号証の一、第一九号証によれば、本
件特許発明の特許出願々書に添付された明細書（以下「原明細書」という。）に
は、後に分割出願された特許第三一七七六七号発明（以下「別発明」という。出願
公告日・昭和四〇年七月五日）に関する開示が含まれていたことが認められ、この
事実と弁論の全趣旨によれば、原明細書中の右別発明に関する開示の内容は、概
ね、その発明の明細書（甲第一九号証参照）に記載のとおりのものと推認される。
原明細書中における右別発明に関する開示部分が本件特許発明に関する開示といい
うるかについては疑問がないではないが、ひとまず、これを肯定すべきものとし
て、その内容について検討を加える。
　前掲甲第一九号証によつて知りうる原明細書中の前記別発明に関する開示によれ
ば、別発明は、原判決別表（九）の（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）の各第一段階の反応及び化
合物を含むものであることが明らかである。そして、クロル酸化によるクロルスル
ホニル化合物の生成に関する反応例としては、成立に争いのない甲第三五号証によ
れば、一九四六年（昭和二一年）発行のＪ・Ａ・Ｃ・Ｓ・第六八巻に、
＜１２３０８－００８＞
の反応が、また、成立に争いのない甲第二〇号証の一・二（乙第二九号証の一・
二）によれば、一九五〇年（昭和二五年）発行のＪ・Ａ・Ｃ・Ｓ・第七二巻に、
＜１２３０８－００９＞
の反応が、それぞれ記載され、いずれも本件特許発明の特許出願時に公知であつた
ことが認められる。
　そこで、前記（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）の反応例に右公知の知見を適用すれば、被控訴



人方法の出発物質の取得が容易に推考できたか否かについて検討する。
反応例（Ａ）
　この反応は、前記別発明の実施例１のｇとして記載されているものであるが（甲
第一九号証）、この開示による２・６―ジメルカプト―４・８―ジピペリジノピリ
ミド〔５・４―ｄ〕ピリミジンの生成の可能性については、前掲甲第三五号証及び
成立に争いのない乙第三二号証によれば、これを肯定する報告（甲第三五号証）と
これを否定する報告（乙第三二号証）のされていることが認められるのであつて、
そもそも、右メルカプト化合物の取得自体が、容易に推考できたものとはにわかに
断定し難い。更に、メルカプト基をクロル酸化するという前記（２）の公知例は、
ピリミジン化合物に関するものであるから、この公知例から、基本骨格を異にする
ピリミドピリミジン化合物につき同様の反応が生起するであろうことを予測しうる
とはにわかに断定し難い。
反応例（Ｂ）
　次に、反応例（Ｂ）についてみるに、２・６―ジ第三級プチルチオ―ジピペリジ
ノピリミド〔５・４―ｄ〕ピリミジンの具体的製法は前記別発明に開示されていな
いし（甲第一九号証）、そのクロル酸化によるクロルスルホニル体の生成の予測に
ついては、対応すべき第三級ブチルチオ基のクロル酸化に関する公知例を認めうる
証拠がない。
反応例（Ｃ）
　更に、反応例（Ｃ）についても、２・６―ジベンジルチオ―４・８―ジピペリジ
ノピリミド〔５・４―ｄ〕ピリミジンの具体的製法の開示がなく、また、ベンジル
チオ基をクロル酸化するという前記（１）の公知例は、縮合した二つの環のうち、
複素環であるピリジン環にではなく、炭素環であるベンゼン環の方にベンジルチオ
基が結合している場合の反応例であるから、ピリミドピリミジン化合物の反応の予
測につき、その有用性は疑問である。
　そして、他方、成立に争いのない甲第三八号証（乙第一三号証の一・二）によれ
ば、一九六一年（昭和三六年）発行のＪ・Ａ・Ｃ・Ｓ・第八三巻には、ピリミドピ
リミジン核に基本骨格が最も類似するプリン化合物につき、メルカプトプリンを塩
素ガスで酸化すれば、クロルスルホニルプリンの生成が予測されるが、安定なクロ
スルホニルプリンは未だかつて単離されていない旨の報告がされていることが認め
られるから、これによれば、かえつて、本件特許発明の特許出願後の昭和三六年当
時においても、ピリミドピリミジン核を有するクロルスルホニル化合物の取得はむ
しろ困難であつたと認めるのが相当である。
　前掲甲第三五号証中の右認定に反する部分は採用し難く、他にこの認定を覆すに
足りる証拠はない。
　以上のとおり、本件特許発明の特許出願時において、ピリミドピリミジン核を有
するクロルスルホニル化合物の取得は、当業者にとつて困難であつたのであるか
ら、この化合物を出発物質とする被控訴人方法の反応が容易に予測しえたとはいい
難いことも明らかである。
　なお、控訴人は、本件特許発明の特許出願時におけるスルホニル化合物に関する
公知例として原判決別表（三）の各反応例を挙げた上、これらの公知例から理解さ
れる知見に本件特許発明の明細書の開示を総合すれば、被控訴人方法における反応
は容易に予測することが可能であつたと主張している。
　そこで、この主張について検討を加えるに、前掲乙第二九号証の一・二によれば
原判決別表（三）の（イ）の反応が、成立に争いのない乙第二一号証によれば同表
（ロ）の（ｉ）の反応が、いずれも成立に争いのない甲第三三号証、第三四号証の
一・二によれば同表（ロ）の（ｉｉ）、（ｉｉｉ）、（ｖ）及び（ｖｉ）の各反応
が、それぞれ本件特許発明の特許出願時において公知であつたことが認められる。
同表（ロ）の（ｉｖ）の反応が公知であつたことについては、弁論の全趣旨によつ
てこれを認めることができる。
　ところで、右（イ）の反応例は、クロルスルホニル基を有するピリミジン化合物
にアミンを反応させてスルホンアミド化合物を得るというものであるが、前掲乙第
二九号証の二によれば、このようにして得られた複素環式スルホンアミドは全く安
定であると説明されていることが認められるから、複素環式スルホンアミドについ
ては、その後さらにスルホニル基が脱離してアミノ化合物に変化するようなことは
なく、反応は右スルホンアミドの段階で停止すると考えるのが、本件特許発明の特
許出願時における技術常識であつたと推認される。
　次に、右（ロ）の各反応例は、いずれも単環構造のベンゼン化合物に関するもの



であつて、もともと被控訴人方法のピリミドピリミジン化合物の反応の予測につき
どの程度有用であるかは疑問である。その上、右（ロ）の（ｉ）の反応例は、前掲
乙第二一号証によれば、副反応ともいうべき稀有の反応であり、しかも、ピペリジ
ノスルホニル基＜１２３０８－０１０＞とピペリジノ基＜１２３０８－０１１＞と
の分子間の置換反応であつて、ピペリジノスルホニル基からスルホニルが脱離する
というものではないことが認められるから、被控訴人方法における反応を予測させ
るものとはいえない。また、右（ロ）の（ｉｉ）、（ｉｉｉ）、（ｖ）及び（ｖ
ｉ）の各反応例は、いずれもスルホニル基の脱離を伴なう分子内転位反応の例では
あるけれども、前掲甲第三三号証及び第三四号証の二によれば、これらは極めて限
定された条件、すなわち、ベンゼン核においてニトロ基（ーＮＯ２）がスルホニル
基のオルト位又はパラ位にあり、かつ、スルホニル基から数えて第四番目の位置に
メチレン基、アミノ基又は水酸基が存在するという条件、が充たされた場合に初め
て生起する反応であると説明されていることが認められるから（なお、右（ロ）の
（ｉｖ）の反応例も右の条件を充足するものであることは明らかである）、このよ
うな特異の反応例をもつて被控訴人方法における反応の予測性を断定することはで
きない。
　一方、前掲甲第二号証の二によれば、本件特許発明の明細書には、ピリミドピリ
ミジン化合物の反応、殊にジエタノールアミンとの反応の例が多数開示されてはい
るが、ジエタノールアミンの多官能性あるいは分子内転位反応に関する具体的な事
項は何ら開示されていないことが認められる。そのうえ、前掲乙第二一号証及び成
立に争いのない乙第二二号証によれば、被控訴人方法におけるジエタノールアミノ
スルホニル体からジピリダモールの生成に至る二回の分子内転位反応は、いずれ
も、本件特許発明の特許出願時において公知のスマイルズ転位反応には含まれな
い、それ自体新規な反応であつたことが認められる。
　以上の点を併せ考えれば、控訴人の指摘する各公知例に本件特許発明の明細書の
開示を総合しても、本件特許発明の特許出願時において被控訴人方法における反応
を予測することが当業者にとつて容易であつたとはいえず、控訴人の前記主張は採
用することができない。
　以上のとおりで、本件特許発明の特許出願時に、当業者が前記のいわゆる置換可
能性を知り、又は当然に知りえたか否かの点はこれを否定するほかないから、控訴
人の均等の主張は理由がない。
　したがつて、被控訴人方法（イ号方法及びロ号方法）は本件特許発明の技術的範
囲に属しないというべきである。
五　結語
　以上のとおり、被控訴人方法（イ号方法及びロ号方法）は本件特許発明の技術的
範囲に属しないものであつて、その実施が本件特許権を侵害するものでないことは
明らかであるから、既述（二の項）③の期間についての特許法第一〇四条の規定に
よる推定は覆されたものというべく、結局、同①②③の期間についての控訴人の本
件各請求は、その余の点について判断するまでもなく、理由がなく、失当として棄
却すべきものである。
　よつて、これと同旨の原判決は相当であり、本件控訴は理由がないので棄却する
こととし、訴訟費用の負担及び上告のための附加期間について、民事訴訟法第九五
条、第八九条、第一五八条第二項の各規定を適用して、主文のとおり判決する。
（裁判官　荒木秀一　藤井俊彦　清野寛甫）


